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登
別
市
行
政
改
革
基
本
方
針
・
実
施
計
画
新
項
目
追
加

さらなる行政改革のために

一
部
改
正
に
よ
り
民
間
法
人
な
ど
に
も
委

任
で
き
る
指
定
管
理
者
制
度
に
改
正
さ
れ

た
。
登
別
市
の
公
の
施
設
の
管
理
に
当
た

っ
て
、
指
定
管
理
者
の
導
入
を
検
討
す
る
。

◎
公
用
車
の
集
中
管
理

現
在
、
市
役
所
本
庁
に
お
け
る
公
用
車

は
、
各
課
単
位
で
管
理
し
て
い
る
が
、
効

率
的
な
運
用
を
図
る
た
め
公
用
車
の
集
中

管
理
を
検
討
す
る
。

◎
医
療
費
助
成
制
度
の
見
直
し

北
海
道
と
共
同
で
実
施
し
て
い
る
重
度

心
身
障
害
者
、
母
子
家
庭
等
、
乳
幼
児
を

対
象
と
し
た
医
療
給
付
事
業
に
つ
い
て
、

社
会
経
済
情
勢
の
変
化
や
国
の
医
療
保
険

制
度
の
改
正
に
よ
り
見
直
し
を
行
う
（　
１０

月
か
ら
実
施
す
る
予
定
で
す
）
。

▼
乳
幼
児
医
療
給
付
事
業

�
通
院
…
３
歳
児
未
満
↓
就
学
前
に
拡
大

�
入
院
…
６
歳
児
未
満
↓
就
学
前
に
拡
大

▼
母
子
家
庭
等
医
療
給
付
事
業

母
子
家
庭
↓
父
子
家
庭
に
も
拡
大

▼
自
己
負
担
の
見
直
し
（
重
度
心
身
障
害

者
・
母
子
家
庭
等
・
乳
幼
児
）

�
一
般
…
負
担
な
し
↓
１
割
負
担

�
入
院
外
の
月
額
上
限
…
自
己
負
担
な
し

　

↓
１
万
２
千
円
の
自
己
負
担

�
入
院
の
月
額
上
限
…
自
己
負
担
な
し
↓

　

４
万　

円
の
自
己
負
担

２００

※
『
民
間
委
託
の
推
進
』
は
、
『
保
育
所
の
民
間

委
託
』
『
検
針
・
徴
収
業
務
の
民
間
委
託
』

『
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
』
を
除
い
て
、
４

月
か
ら
実
施
し
て
い
ま
す
。

◎
老
人
医
療
費
助
成
制
度
の
見
直
し

北
海
道
と
共
同
で
実
施
し
て
い
る　

歳
６５

以
上　

歳
未
満
の
一
人
暮
ら
し
老
人
な
ど

７０

を
対
象
に
し
た
医
療
費
助
成
（
※
１
）
と

市
が
単
独
で
実
施
し
て
い
る　

歳
の
老
人

６９

を
対
象
に
し
た
医
療
費
助
成
（
※
２
）
に

つ
い
て
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
や
国
の

医
療
保
険
制
度
の
改
正
に
よ
り
、
制
度
の

廃
止
を
検
討
す
る
。

◎
長
寿
祝
金
等
の
支
給
年
齢
の
見
直
し

長
寿
祝
金
等
支
給
に
つ
い
て
は
、　

歳
、

７７

　

歳
、　

歳
、　

歳
以
上
の
市
民
に
金
品

８８

９９

１００

を
支
給
し
て
い
る
。
平
成　

年
度
に　

歳

１５

７７

の
支
給
を
廃
止
し
て
い
る
が
、
社
会
経
済

情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
さ
ら
に
支
給
対
象

年
齢
の
引
き
上
げ
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

※
１
…
８
月
か
ら
毎
年
段
階
的
に
対
象
年
齢
を
引

き
上
げ
、
平
成　

年
３
月
末
で
廃
止
す
る
予
定

２０

で
す
。

※
２
…
平
成　

年
３
月
末
で
廃
止
す
る
予
定
で
す
。

１７

※
３
歳
未
満
の
乳
幼
児
と
低
所
得
者
は
現
行
ど
お

り
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◎
ご
み
処
分
手
数
料
の
見
直
し

家
庭
系
と
事
業
系
ご
み
の
ク
リ
ン
ク
ル

セ
ン
タ
ー
に
直
接
搬
入
し
た
場
合
に
は
、

指
定
ご
み
袋
の
料
金
と
比
較
し
て
低
料
金

で
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
格
差

が
生
じ
て
い
る
た
め
、
適
正
な
ご
み
処
分

手
数
料
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

◎
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
入
浴
料
の
有
料
化

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
入
浴
施
設
は
現

在
無
料
に
し
て
い
る
が
、
受
益
と
負
担
の

あ
り
方
を
踏
ま
え
、
有
料
化
を
検
討
す
る
。

◎
学
校
開
放
事
業
の
有
料
化

学
校
開
放
事
業
に
つ
い
て
は
現
在
無
料

に
し
て
い
る
が
、
受
益
と
負
担
の
あ
り
方

を
踏
ま
え
、
有
料
化
を
検
討
す
る
。

◎
公
共
施
設
使
用
料
金
の
見
直
し

受
益
者
負
担
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、

集
会
施
設
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
３
年
ご

と
に
統
一
的
な
基
準
に
よ
っ
て
使
用
料
を

算
定
し
て
い
る
が
、
受
益
と
負
担
の
適
正

化
の
も
と
、
新
た
な
視
点
に
立
っ
て
適
正

な
使
用
料
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

◎
公
共
施
設
使
用
料
の
減
額
・
免
除
制
度

の
見
直
し

公
共
施
設
を
利
用
す
る
際
に
は
、
社
会

福
祉
団
体
や
町
内
会
を
始
め
と
す
る
指
定

団
体
は
免
除
、
文
化
協
会
や
体
育
協
会
の

加
盟
団
体
な
ど
は
減
額
と
し
て
取
り
扱
っ

て
い
る
が
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
や
市

民
ニ
ー
ズ
の
変
化
に
伴
い
、
受
益
と
負
担

の
適
正
化
の
観
点
か
ら
、
減
免
制
度
の
あ

※
『
ご
み
処
分
手
数
料
の
見
直
し
』
『
学
校
開
放

事
業
の
有
料
化
』
は
、
４
月
か
ら
実
施
し
て
い

ま
す
。

り
方
を
検
討
す
る
。

◎
被
服
貸
与
の
見
直
し

職
員
へ
の
被
服
貸
与
は
、
業
務
上
特
に

必
要
と
す
る
者
に
対
し
て
、
被
服
貸
与
規

程
に
よ
り
貸
与
し
て
い
る
が
、
貸
与
品
目

や
貸
与
期
間
な
ど
の
見
直
し
を
行
う
。

◎
管
理
職
手
当
の
見
直
し

市
の
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
管

理
職
手
当
の
減
額
を
検
討
す
る
。

◎
特
殊
勤
務
手
当
の
見
直
し

特
殊
勤
務
手
当
は
、
著
し
く
特
殊
な
業

務
（
危
険
、
不
快
、
不
健
康
ま
た
は
困
難

な
ど
）
に
従
事
す
る
者
に
支
給
し
て
い
る

が
、
社
会
経
済
情
勢
や
業
務
内
容
の
変
化

な
ど
か
ら
見
直
し
を
行
う
。

※
３
つ
の
項
目
と
も
、
４
月
か
ら
実
施
し
て
い
ま

す
。

行政管理課

ご意見・　　　
お問い合わせは
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